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1. 河川協議 

 

 

1.1 河川占用申請書類 

① 許可申請書 

  

 

→以下の資料を添付 

 ① 許可申請書 

 ② 審査検討表 

③  許可申請書の

検討事項表 

 ④  添付図書につ

いて 

⑤  審査チェック

リスト 

→国への申請は，「河

川工作物設置の審査

手引き Ver.1.01 中

部地方整備局 河川

部」を参照すること 
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② 審査検討表 

 

 

 

 

 

 

→国への申請は，「河

川工作物設置の審査

手引き Ver.1.01 中

部地方整備局 河川

部」を参照すること 
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③ 許可申請書の検討事項表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→国への申請は，「河

川工作物設置の審査

手引き Ver.1.01 中

部地方整備局 河川

部」を参照すること 
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④ 添付図書について 

 

 

 

 

 

 

 

→国への申請は，「河

川工作物設置の審査

手引き Ver.1.01 中

部地方整備局 河川

部」を参照すること 
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⑤ 審査チェックリスト 

■橋梁 

 

 

→「事務連絡許可工

作物技術審査の手引

きについて （平成

23 年 5 月 11 日付

け）」参照 
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■旧施設撤去 
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■仮設 
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1.2 標準的な河川協議フロー 

県管理河川における橋梁等の標準的な協議フロー（案）を示す。 

協議フロー（案）は標準的な事例の場合であり，事業の進捗により協議フロー（案）に

沿えない場合は，事業進捗と協議時期・協議内容について十分に河川管理者と協議を行う

こと。 

図 1.2-1 県管理河川における橋梁等の協議フロー（案） 
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一般的な河川橋梁の協議における手順と協議内容について下記に示す。 

特殊な条件や事業進捗により下記の手順に沿えない場合は，協議時期・協議内容につい

て十分に河川管理者と協議することとする。 

図 1.2-2 一般的な河川における橋梁等の協議フロー 
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→「平成 21 年 3 月

30 日付け静土企第

45 号橋梁等の河川

占用工作物に関す

る標準的な協議フ

ロー（案）について」

より 
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→平成 21 年 3 月

30 日付け静土企

第 45 号橋梁等の

河川占用工作物

に関する標準的

な 協 議 フ ロ ー

（案）について 
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2. 負担金 

 

 

2.1 河川事業との事業費負担金 

2.1.1 事業費負担金の協定締結について 

河川に架かる橋梁事業では，道路事業による橋梁架設および河川事業による橋梁架設と

もに，道路管理者・河川管理者が相互に費用負担するケースが存在する。 

費用負担は工事完成まで全て（委託・用地補償・工事）が対象となるため，早期に河川

管理者との協議および協定書の締結を行うこと。協定書は「2.1-2 河川事業との費用負担

協定書様式」を参考に，それぞれの事業に応じて作成すること。 

費用負担の取扱いについては，「河川工事又は道路工事により必要となる橋梁及び取付

道路の工事費用の負担について」（平成 6 年 7 月 18 日付け建設省都市，河川，道路局関係

課長室長通達）によるものとする。 

 

上記通達における用語は以下のように定義されている。 

 「橋梁の新設」：撤去の対象となる橋梁のない場合の橋梁の新築 

 「橋梁の改築」：撤去の対象となる橋梁のある場合の橋梁の新築 

         又は既設橋梁の拡幅，継足，嵩上 

 「橋梁の質的改良」：木橋の永久橋化，設計荷重の増大，支間の拡大等 

 

質的改良となる主なケースは下記のとおり。 

 ①荷重に関する質的改良 

架替後 

架替前 
Ａ活荷重 Ｂ活荷重 

 

○：質的改良にあたる 

×：質的改良ではない 

※ ：道路改築計画がない場合は× 

 TL-14 
× 

○ 

 TL-20 ○ 

 

 ②径間長に関する質的改良 

  既設橋梁が基準径間長を満たしていない複数径間の橋梁 

 

 

 

 

→国土交通省 道路

局所管 補助事務提

要第２章 第２節 

他事業との費用負担

等 

→国土交通省 道路

局所管 補助事務提

要第２章 第２節 

他事業との費用負担

等「河川工事又は道

路工事により必要と

なる橋梁及び取付道

路の工事費用の負担

について」及び解説 

※ 
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2.1.2 河川事業との費用負担協定書様式 

 

○○○に関する協定書 

 

静岡県（以下「甲」という。）と静岡市（以下「乙」という。）は，○級河川○○川○○

○○工事（以下「工事」という。）の施工に関し，次のとおり協定を締結する。 

 

（適用範囲及び工事内容） 

第１条 この協定の適用範囲及び工事内容は別添資料のとおりとする。 

 

（工事の施工） 

第２条 工事は甲が施工するものとする。 

   

（費用の負担） 

第３条 工事の費用負担は次のとおりとする。 

 

 甲負担 乙負担 合計 

事業費 ○○％ ○○％ １００％ 

 

（支払い方法） 

第４条 乙は，第 3条に規定する負担額について支払うものとする。 

２ 支払いの時期および方法は，別途甲乙協議するものとする。 

 

（工事の変更及び工事費の清算） 

第５条 工事の設計変更，または物価，労賃の変動等により工事費に著しい変更をきた

す場合は，あらかじめ甲乙協議の上処理する。 

２ 工事の費用については，工事竣工後，速やかに清算するものとする。 

 

（完了報告） 

第６条 甲は工事完了した時には，遅滞なく工事完了報告書を作成し，乙に送付するも

のとする。 

 

（施設の帰属及び管理） 

第７条 工事完了後の施設に関しては，河川管理施設は甲に，その他の施設は乙に帰属

し，甲及び乙はそれぞれの施設を維持管理するものとし，乙は河川法第 24 条，

第 26 条による占用手続きを行うものとする。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第８条 第三者に及ぼした損害を賠償する場合には，甲乙いずれかの責めに帰する場合

を除き甲乙協議の上，負担するものとする。 

 

（協定の有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は，協定締結日からこの協定の各項に規定する事務が完了

する日までとする。 

 

（協定の変更） 

第１０条 第 5 条第 1 項に基づき又はやむを得ない事由により，協定の内容を変更しよ

うとするときには，甲乙協議の上，これを変更するものとする。 
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（その他） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じた場合は，必要

に応じて，甲乙協議して定めるものとする。 

 

上記の協定の成立を証するため，この協定書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各自

その１通を保有する。 

 

 

 平成  年  月  日 

 

（甲） 静岡市葵区追手町９番６号 

    静岡県知事   ○○ ○○ 

 

（乙） 静岡市葵区追手町５番１号 

静岡市長    ○○ ○○ 
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2.2 添架負担金 

2.2.1 添架負担に関する根拠文 

(1) 電気通信線路について 

添架負担に関する根拠文としては，下記の文書を適用する。また，参照文書として下

表の文書があるので，これらも参照する。 

 

・ 「日本電信電話株式会社と締結していた覚書等の日本電信電話株式会社再編成後

の取扱いについて」 

平成 11 年 7 月 1 日付け 建設省道政発第 48 号，都街発第 47 号 建設省道路局

長，都市局長 

参照文書 

文書名 文書番号等 

「橋の新設又は改築に際し，公衆電気通信線

路を添架する場合の費用負担に関する覚書」 

昭和 39 年 3 月 25 日付け 建設省道発第 97 号，

都発第 28 号 建設省道路局長，都市局長 

「日本電信電話公社の解散に伴う措置につ

いて」 

昭和 60 年 4 月 22 日付け 建設省道政発第 40

号，都街発第 12 号 建設省道路局長，都市局長 

「日本電信電話公社の解散に伴う措置に関

する覚書等について」 

昭和 60 年 5 月 20 日付け 建設省道政発第 41

号，都街発第 15 号 建設省道路局長，都市局長 

「日本電信電話株式会社の行う事業のため

の道路の占用の取扱いについて」 

昭和 60 年 5 月 20 日付け 建設省道政発第 42 号 

建設省道路局路政課長 

 

(2) 電気通信線路以外の添架物件について 

上記の文書を準用する。 

 

2.2.2 添架負担の考え方 

橋の新設又は改築に際し，占用物件を添架することにより荷重の増加をきたし，当該

橋梁に影響を与え，主構造の変更が必要となる場合には，増加する工事費について原因

者である占用者の負担を求める。 

主構造の変更が必要となるかは占用物件の有無による比較設計により判断すべきであ

るが，事務量が膨大となるため，上記覚書を適用，準用する。 

 

2.2.3 添架負担の対象 

RC 床版橋を除く新設橋梁，架替橋梁，従前の橋の主構造から独立した拡幅橋梁を対象

とする。 

上部工については添架総重量が 50kg/ｍをこえる場合，主構造の変更が必要とみなし，

負担金を求める。添架総重量が 50kg/ｍ以下の場合は，橋の構造に影響を与えないものと

みなし，対象外とする。 

下部構造については，通常の添架物件の荷重では下部構造に与える影響が極めて少な

いと認められることから，対象外とする。 
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2.2.4 占用者との調整 

電信・電力・ガス・上下水道など，占用物件の添架については，計画段階において当

該管理者と十分に調整を行わなければならない。 

占用物件の添架物重量の合計（添架物本体＋支持材等の総重量。添架物件が 2 件以上

ある場合は全ての合計重量）が 50kg/m を超える場合は，占用者それぞれに上部工費に対

して重量割合に応じた添架負担金が生じるので注意すること。 

 

2.2.5 添架負担金の受入れまでの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-1 添架負担金の受入れまでの流れ 

 

 

 

占用予定者に添架の意志確認 

（各整備課より占用予定者に照会） 

添架物重量及び添架方法の確認 

（各整備課で協議） 

添架負担金の算出 

（各整備課で算出） 

添架負担金協定書（案）の作成 

（各整備課で実施） 

添架負担金協定の締結（各整備課） 

箇所付（本要領所管課，道路保全課） 

必要に応じ，添架負担金変更協定の締結 

（各整備課で実施） 

添架者へ納入通知書の発行 

負担金の納入 

橋梁予備設計 

橋梁詳細設計 

下部工施工 

上部工発注

上部工当初契

事業完了 

納入期限は年度末を避けること 

箇所付は協定締結日以降とする 

照会文を保管すること 

協議書の提出を求めること 

本要領所管課，道路保全課に合議をすること 

本要領所管課，道路保全課に報告をすること 
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2.2.6 協定の締結時期について 

協定の締結は，上部工発注前を原則とする。協定締結の際には，設計金額等の取扱い

に充分留意すること。 

 

2.2.7 多年度に渡る協定について 

協定が多年度に渡る場合の負担金の徴収については，工事進捗（予定）に応じた年割

にて徴収することを原則とし，添架者と協議の上協定を締結すること。 

ゼロ債務発注等，結果として，徴収が生じない年度が存在する場合もあるが，上記協

定の締結時期の原則を守ること。 

 

2.2.8 協定の変更について 

協定の変更については，内容や必要性等について各添架者と十分協議の上，実施する

こと。変更の時期としては，当初契約時，最終精算額確定時などが考えられる。 

協定が多年度に渡る場合には，徴収金額の年割を随時変更する必要はなく，最終年度

の受入額による調整でよいこととする。ただし，低入札などにより負担金額の変動が大

きい場合には，変動が生じた時点で変更するものとする。 

 

2.2.9 添架負担金対象額 

(1) 上部構造の主構等，力学的に添架荷重に関連するものの工事費 

＝上部構造の工事費－床版（非合成の場合），舗装，高欄，照明，排水管等に要す

る工事費 

上部構造の主構等＝上部工の応力計算の対象になるもの 

工事費＝製作・運搬・架設・塗装を含めた仕上がりまで 

  

(2) 添架負担金の算出方法 

添架負担金＝直接費＋間接費 

 直接費：本工事に係わるもの 

 間接費：上記以外で設計費及び監督費等を含む 

① 直接費の算出 

添架負担金対象額を重量で按分して算出（千円未満切捨て） 

直接費＝ A × 

   A ：添架負担金対象額 

   WO' ：添架物重量（添架物本体，支持材，取付材） 

   WO ：全添架物重量 

   WD ：死荷重（主構造，床版，高欄，舗装，橋梁付属物等） 

   WL ：活荷重（Ｌ荷重またはＴ荷重，群集荷重） 

 

WO' 

WD＋WL＋WO 
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② 間接費の算出 

間接費＝直接費×10％以内（千円未満切捨て） 

③ 添架負担金の請求額 

添架負担金×契約額／設計額 

 

2.2.10 注意事項 

添架負担金は，添架物件の荷重により増加する工事費について負担を求めるものであ

る。したがって，占用物件を取り付けるための支持材等の材料手配や取り付けの占用工

事は占用者自身が行うものである。 

 

照会様式 
第      号 

平成 年 月 日 

 関 係 各 位 

 

                             静岡市長 ○○ ○○ 

                            （建設局      課） 

 

 

一般国道××号○○橋改築工事に伴う添架物の調査について（照会） 

 

 

一般国道××号○○橋改築工事に伴い，貴社における添架希望の有無及び添架物の規

模等の回答をお願いいたします。 

 

記 

 

  1） 添架希望の有無 

  2） 添架希望をされる場合 

    ①添架物の種類 

    ②形状（寸法） 

    ③材質 

    ④総重量，１ｍ当たり重量 

    ⑤添架方法，添架位置 

 

 

 

→文章は趣旨，理由

などを付け加え，適

宜，変更すること 
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一般国道××号○○橋電力供給線路添架に伴う工事費負担に関する協定書 

 

一般国道××号○○橋改築工事（以下「工事」という。）における電力供給線路（以下

「線路」という。）の添架に伴う工事費の負担について，静岡市（以下「甲」という。）と

△△電力株式会社（以下「乙」という。）との間に，平成 11 年 7 月 1 日付け「日本電信

電話株式会社と締結していた覚書等の日本電信電話株式会社再編成後の取扱いについ

て」を準用して次のとおり協定を締結する。 

 

（適用範囲及び工事内容） 

第１条 この協定の適用範囲及び工事内容は別添資料のとおりとする。 

（工事の施工） 

第２条 工事は甲が施工するものとする。 

（費用の負担および支払方法） 

第３条 乙の負担金は，別紙負担金算定調書により○○○円とし，乙は甲の発行する納

入通知書により平成○年○月○日までに甲に支払うものとする。 

２ 工事の設計変更，または物価，労賃の変動等により工事費に著しい変更をきた

す場合は，あらかじめ甲乙協議の上，負担金額を変更するものとする。 

（協定の変更） 

第４条 第 3 条第 2 項に基づき又は，やむを得ない事由により協定の内容を変更しよう

とするときには，甲乙協議の上，これを変更するものとする。 

（損害の負担） 

第５条 天災その他不可抗力により発生した事故及び工事補償費等の損害負担額につい

ては，甲乙いずれかの責めに帰する場合を除き甲乙協議の上，負担するものと

する。 

（道路占用および河川占用） 

第６条 線路の道路占用及び河川占用については，乙は別途関係する道路管理者及び河

川管理者に申請するものとし，占用工事は乙が乙の負担で施工するものとする。 

（協定の有効期限） 

第７条 この協定の有効期間は，協定締結日からこの協定の各項に規定する事務が完了

する日までとする。 

（その他） 

第８条 この協定に定めのない事項及び，この協定について疑義を生じた場合は，必要

に応じて甲乙協議の上，処理するものとする。 

 

上記の協定の成立を証するため，この協定書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各自

その１通を保有する。 

 

 

 

 

 

   平成  年  月  日 

 

（甲） 静岡市葵区追手町５番１号 

    静岡市長    ○○ ○○ 

 

（乙） ○○市○区○○町○番○号 

    △△電力株式会社 

    ○○支店長   □□ □□ 
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一般国道××号○○橋下水管路添架に伴う工事費負担に関する協定書 

 

一般国道××号○○橋改築工事（以下「工事」という。）における下水管路（以下「管

路」という。）の添架に伴う工事費の負担について，静岡市長（以下「甲」という。）と静

岡市上下水道局公営企業管理者（以下「乙」という。）との間に，平成 11 年 7 月 1 日付

け「日本電信電話株式会社と締結していた覚書等の日本電信電話株式会社再編成後の取

扱いについて」を準用して次のとおり協定を締結する。 

 

（適用範囲及び工事内容） 

１条 この協定の適用範囲及び工事内容は別添資料のとおりとする。 

（工事の施工） 

第２条 工事は甲が施工するものとする。 

（費用の負担および支払方法） 

第３条 乙の負担金は，別紙負担金算定調書により 8,222,000 円とし，乙は年度毎に定

められた金額を甲がそれぞれ発行する納入通知書により当該年度末までに甲に

支払うものとする。 

２ 前項の負担金の支払見込み年度及びその金額は次のとおりとする。 

区分 平成○年度 平成△年度 合計 

負担金 400,000 円 7,822,000 円 8,222,000 円 

３ 工事の設計変更，または物価，労賃の変動等により工事費に著しい変更をきた

す場合は，あらかじめ甲乙協議の上，負担金額を変更するものとする。 

（協定の変更） 

第４条 第 3 条第 3 項に基づき又は，やむを得ない事由により協定の内容を変更しよう

とするときには，甲乙協議の上，これを変更するものとする。 

（損害の負担） 

第５条 天災その他不可抗力により発生した事故及び工事補償費等の損害負担額につい

ては，甲乙いずれかの責めに帰する場合を除き甲乙協議の上，負担するものと

する。 

（道路占用および河川占用） 

第６条 管路の道路占用及び河川占用については，乙は別途関係する道路管理者及び河

川管理者に申請するものとし，占用工事は乙が乙の負担で施工するものとする。 

（協定の有効期限） 

第７条 この協定の有効期間は，協定締結日からこの協定の各項に規定する事務が完了

する日までとする。 

（その他） 

第８条 この協定に定めのない事項及び，この協定について疑義を生じた場合は，必要

に応じて甲乙協議の上，処理するものとする。 

 

上記の協定の成立を証するため，この協定書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各自

その１通を保有する。 

 

  平成  年  月  日 

 

（甲） 静岡市葵区追手町５番１号 

静岡市長    ○○ ○○ 

 

（乙） 静岡市清水区旭町６番８号 

静岡市上下水道局 

公営企業管理者 ○○ ○○ 
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変 更 協 定 書 

 

静岡市長（以下「甲」という。）と静岡市上下水道局公営企業管理者（以下「乙」とい

う。）とは，平成○年○月○日付けで締結した「一般国道××号○○橋下水管路添架に伴

う工事費負担に関する協定書」（以下「協定書」という。）を次のとおり変更する。 

 

 

記 

 

 

１ 第３条第１項の乙の負担金は，「8,222,000 円」を「8,000,000 円」に変更する。 

 

 

２ 第３条第２項の「負担金の支払見込年度及びその金額」を「負担金の支払年度およ

びその金額」に変更する。 

 

 

３ 第３条第２項の表 

 

区 分 平成○年度 平成△年度 合 計 

負担金 400,000 円 7,822,000 円 8,222,000 円 

 

  を下記の表に変更する。 

 

区 分 平成○年度 平成△年度 合 計 

負担金 400,000 円 7,600,000 円 8,000,000 円 

 

 

上記の協定の成立を証するため，この協定書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各自

その１通を所持する。 

 

 

 

 

  平成  年  月  日 

 

（甲） 静岡市葵区追手町５番１号 

静岡市長    ○○ ○○ 

 

（乙） 静岡市清水区旭町６番８号 

静岡市上下水道局 

公営企業管理者 ○○ ○○ 
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（鋼橋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→P1 について 

A 活荷重の場合は載

荷長 10mを 6mとす

ること。また橋長が

10m 未満（A 活荷重

では 6m 未満）の場

合では，10m を橋長

とすること 

 

→P2 について 

支間長が 80m をこ

える場合では，道示

Ⅰ表-2.2.3 から荷重

を算出すること 

1 橋　長 50.000 m

2 幅員 7.0ｍ（車道（路肩含む））+7.0ｍ（歩道） ＝ 14.000 m

3 死荷重 鋼重 ＝ 1,268.776 kN

床版 24.5 ｋＮ/ｍ3× 188.17 ｍ3 ＝ 4,610.165 kN

地覆 24.5 ｋＮ/ｍ3× 23.51 ｍ3 ＝ 575.995 kN

高欄 0.6 ｋＮ/ｍ× 99.2 ｍ ＝ 59.520 kN

舗装（車道） 22.5 ｋＮ/ｍ3× 347.20 ｍ2× 0.0800 ｍ ＝ 624.960 kN

舗装（歩道） 22.5 ｋＮ/ｍ3× 297.60 ｍ2× 0.0800 ｍ ＝ 535.680 kN

小計：ΣWd ＝ 7,675.096 kN

4 活荷重 等分布荷重Ｐ１ ｛10kN/m2×5.5m＋5kN/m2×(7.0m-5.5m)｝×10m ＝ 625.000 kN

等分布荷重Ｐ２ ｛3.5kN/m2×5.5m＋1.75kN/m2×(7.0m-5.5m)｝×50.0m ＝ 1,093.750 kN

群集荷重  3.5kN/m2×7.0m×50.0m ＝ 1,225.000 kN

小計：ΣWｌ ＝ 2,943.750 kN

5 上部工荷重計

ΣW＝ΣWd＋ΣWｌ＝ 7,675.096 + ＝ 10,618.846 kN

1mあたり 50.000 ＝ 212.377 kN/m

6 添架荷重 0.098 kN/m

0.392 kN/m

1.176 kN/m

1.666 kN/m

7 対象額　　　 -

8 負担金

××電力㈱ 0.098ｋＮ/ｍ/（ 212.377ｋＮ/ｍ+ 41 千円

上水道 0.392ｋＮ/ｍ/（ 212.377ｋＮ/ｍ+ 163 千円

下水道 1.176ｋＮ/ｍ/（ 212.377ｋＮ/ｍ+ 490 千円

××電力㈱ 41 千円×（10％以内） 4 千円

上水道 163 千円×（10％以内） 16 千円

下水道 490 千円×（10％以内） 49 千円

負担金計

××電力㈱ 45 千円

上水道 179 千円

下水道 539 千円

763 千円

1.666ｋＮ/ｍ）× 89,219千円

89,219千円

2,943.750

10,618.846 /

1.666ｋＮ/ｍ）×

1.666ｋＮ/ｍ）×

計

添 架 負 担 金 算 定 調 書

直接費

間接費(10％)

\89,219,000

××電力㈱

上水道

下水道

89,219千円

合計
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（鋼橋） 
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（PC 橋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 橋　長 42.200 m

2 幅員 14.0ｍ（車道（路肩含む））+9.0ｍ（歩道）+4.0m(中央分離帯) ＝ 27.000 m

3 死荷重 主桁 24.5 ｋＮ/ｍ3× 619.0 ｍ3 ＝ 15,165.500 kN

横組 24.5 ｋＮ/ｍ3× 161.8 ｍ3 ＝ 3,964.100 kN

張出床版 24.5 ｋＮ/ｍ3× 7.6 ｍ3 ＝ 186.200 kN

地覆 24.5 ｋＮ/ｍ3× 15.0 ｍ3 ＝ 367.500 kN

歩車道境界 24.5 ｋＮ/ｍ3× 16.4 ｍ3 ＝ 401.800 kN

中央分離帯 24.5 ｋＮ/ｍ3× 66.5 ｍ3 ＝ 1,629.250 kN

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 23.0 ｋＮ/ｍ3× 149.8 ｍ3 ＝ 3,445.400 kN

高欄 0.6 ｋＮ/ｍ× 88.0 ｍ ＝ 52.800 kN

舗装（車道） 22.5 ｋＮ/ｍ3× 619.9 ｍ2× 0.0800 ｍ ＝ 1,115.820 kN

舗装（歩道） 22.5 ｋＮ/ｍ3× 330.4 ｍ2× 0.0600 ｍ ＝ 446.040 kN

小計：ΣWd ＝ 26,774.410 kN

4 活荷重 等分布荷重Ｐ１ ｛10kN/m2×5.5m＋5kN/m2×(14.0m-5.5m)｝×10m ＝ 975.000 kN

等分布荷重Ｐ２ ｛3.5kN/m2×5.5m＋1.75kN/m2×(14.0m-5.5m)｝×42.2m ＝ 1,440.075 kN

群集荷重  3.5kN/m2×9.0m×42.2m ＝ 1,329.300 kN

小計：ΣWｌ ＝ 3,744.375 kN

5 上部工荷重計

ΣW＝ΣWd＋ΣWｌ＝ 26,774.410 + ＝ 30,518.785 kN

1mあたり 42.200 ＝ 723.194 kN/m

6 添架荷重 3.105 kN/m

0.827 kN/m

0.000 kN/m

3.932 kN/m

7 対象額　　　 -

8 負担金

上水道 3.105ｋＮ/ｍ/（ 723.194ｋＮ/ｍ+ 1,112 千円

○○ガス㈱ 0.827ｋＮ/ｍ/（ 723.194ｋＮ/ｍ+ 296 千円

0 0.000ｋＮ/ｍ/（ 723.194ｋＮ/ｍ+ 0 千円

上水道 1,112 千円×（10％以内） 111 千円

○○ガス㈱ 296 千円×（10％以内） 29 千円

0 0 千円×（10％以内） 0 千円

負担金計

上水道 1,223 千円

○○ガス㈱ 325 千円

0 0 千円

1,548 千円

3.932ｋＮ/ｍ）× 260,545千円

260,545千円

3,744.375

30,518.785 /

3.932ｋＮ/ｍ）×

3.932ｋＮ/ｍ）×

計

添 架 負 担 金 算 定 調 書

直接費

間接費(10％)

\260,545,000

上水道

○○ガス㈱

260,545千円

合計

→P1 について 

A 活荷重の場合は載

荷長 10mを 6mとす

ること。また橋長が

10m 未満（A 活荷重

では 6m 未満）の場

合では，10m を橋長

とすること 

 

→P2 について 

支間長が 80m をこ

える場合では，道示

Ⅰ表-2.2.3 から荷重

を算出すること 
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（PC 橋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協定者住所・団体名 職　名 氏　名 職　名 氏　名
電話番号
FAX番号

電気
〒420-8602
○×市△町○番△号
××電力㈱○○支社

支社長 静岡　花子
40 45 85

副主任 佐藤　三郎
054-221-1485
054-221-1130

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号

上水
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号
静岡市上下水道局

公営企業
管理者

静岡　太郎
100 179 279

係長 山田　一郎
0543-54-2720
0543-51-3472

〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号

下水
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号
静岡市上下水道局

公営企業
管理者

静岡　太郎
500 539 1,039

主査 鈴木　二郎
0543-54-2810
0543-54-5966

〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号

計
640 763 1,403

※協定書上の協定者住所については、協定締結事務担当者住所（協定書送付先）と異なる場合があるため留意すること

※協定が多年度にまたがる場合には、支払の年割額を記載すること

負担金額
合計

（千円）

本年度
負担金額
（千円）

次年度
負担金額
（千円）

協定書送付先（郵便番号も）

××電力㈱○○課

静岡市上下水道局
下水道部下水道建設課

静岡市上下水道局
水道部水道建設課

（国）××号　○○橋　添架負担協定相手先一覧表

所属

協定者 協定締結事務担当者

添架物
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3. 高架下利用計画 

 

 

3.1 高架下利用の考え方 

高架道路の路面下（以下，「高架下」とする）の道路空間については，直接通行の用に

供しない利用可能な土地である一方，高架道路が支柱によって支えられた特殊な構造であ

ることから，高架下の占用にあたっては，やむを得ない場合を除き道路管理上の観点から

抑制の方針をとってきた。その結果，高架下の道路空間は，進入防止柵などで囲まれた殺

風景な空間として存在している。交通処理の効率化だけでなく，地域分断の解消を目指し

て高架化を実施した区間でも，一部の箇所では，結果として，地域を分断する要因となっ

ている。 

近年では，まちづくり等の観点から高架下も含めた賑わいの創出等が必要とされるケー

スも生じてきており，平成 17 年 9 月 9 日付け国土交通省道路局長通達により，高架下占

用基準が改正され，これにより従来の一律に抑制されていた高架下の占用許可が一定の要

件のもと緩和された。さらに，道路予定区域の暫定利用も含めた一層の有効活用を推進す

る通達（平成 21 年 1 月 26 日付け国土交通省道路局長通達）が発出されたことにより，都

市における賑わいの創出等のため，高架下及び道路予定区域（以下，「高架下等」とする）

のさらなる有効活用が可能となった。 

 

3.2 高架下等利用計画の策定にあたっての基本事項 

(1) 高架下等利用計画の策定に当たっては，関係する庁内関係部局・他の道路管理者で構

成する静岡市高架下等利用計画検討会（以下，検討会）を開催し，関係者の意見聴取

を行うとともに，合意形成を図る。なお，検討会には，高架下等の利用の方向性など

を考慮し，住民代表や学識経験者，及び関係する民間団体等の参画を必要に応じて要

請する。 

(2) 高架下等利用計画においては，高架下等の利用用途のほか，占用の場所，構造，期間，

占用主体等に関する事項を定める。 

(3) 高架下等利用計画は，占用の実態，道路交通の状況，周辺の土地利用状況等を踏ま

え，必要に応じ，その変更又は見直しを行う。 
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3.3 高架下等利用計画の策定にあたっての留意事項 

(1) 都市計画，周辺の土地利用状況等との調和を保ちつつ，まちづくり，賑わい創出等の

観点から適正かつ合理的な土地の利用を図るため，道路占用が見込まれる高架下等の

道路空間のうち，次に掲げる場所については，高架下等利用計画を策定すること。 

① 有効活用できる土地の規模が長大であるなどにより，計画的に土地の利用を

図ることが必要と認められる場所 

② 市街地が形成されている地域など，周辺の生活環境，景観等に対する影響が

大きいと認められる場所 

③ その他適正かつ合理的な土地の利用を図ることが特に必要と認められる場所 

(2) 周辺の土地利用状況等との調和を損なうおそれが少ない場所，まちづくり，賑わい創

出等の観点からの土地の有効活用が見込まれない場所等にあっては，高架下等利用計

画を策定する必要はない。 

(3) 高架下等利用計画の策定に当たっては，まちづくり，賑わい創出等の観点のほか，公

共性，公益性等の観点を十分考慮すること。 

(4) 高架下等利用計画は，関係機関の合意により，当該地域における道路占用に関する取

扱いが定められているときは，これに適合するものであること。 

(5) 検討会については，公平性，中立性に配慮した構成とするとともに，弾力的な運用に

努めること。（例；違法駐車が課題とされる地域にあっては駐車対策担当部署を，賑

わいの創出が求められる地域にあってはまちづくり担当部署を加える）。 

(6) 高架下等利用計画は，路線，地域，道路の管理区分等に応じて適切な単位で策定する

こと。長大な土地については，適切に区分して利用用途を検討すること。 

(7) 高架下等利用計画の変更又は見直しを行おうとする場合には，再度，検討会の意見を

聴くこと。 

(8) 高架下等利用計画には，工事後における管理のあり方を計画に盛り込み，整備後にお

ける適切な維持管理が行えるようにすること。 

 

次頁に静岡市高架下占用許可基準および占用者が行う高架下点検要領を示す。 
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                            Ⅷ．参考資料 4.設計照査 4.1 照査報告書の手順 

                                                  

静岡市道路橋計画・設計要領 

 

 

4. 設計照査 

 

 

4.1 照査報告書の手順 

照査報告書は，詳細設計の作業手順に従って段階的に確認照査する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1-1 照査の手順 

4.2 照査のポイント 

照査を実施するにあたってのポイントを以下に示す。 

(1) 下部工設計条件および材料総括 

1) 支承緑端距離およびけたかかり長が満足していることをチェックする。 

2) 同規模の下部構造がある場合には，数量のオーダーを横並びで比較する。 

3) 「道示Ｖ編 4.1.4」に示される設計振動単位に適用しているかを，各設計振動単

位番号ごとにチェックする。また，同一の設計振動単位においては，同一の設

計水平震度であることをチェックする。 

4) 震度法に用いる設計水平震度の下限値 kh＝0.1を下回っていないことをチェック

する。 

 

 

 

→Ⅳ下部構造 2.2.1，

Ⅵ耐震設計11.4参照 

 

→Ⅵ耐震設計 6.3.3

参照 

 

→Ⅵ耐震設計 6.3.3

参照 

 

（照査①） 

（照査②） 

（照査③） 

スタート

断面形状・寸法の検討

END

全体一般図作成

橋台橋脚位置の照査

設計条件の整理

業務計画の作成

細部計算

材料算出

図面作成

細部構造の検討

橋梁調書作成

基本条件の照査

1/4～4/4

細部条件の照査

1/3～3/3

成果の照査

1/3～3/3

各照査を最終確認

照査報告書作成
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(2) 橋台部材設計 

1) パラペットの軸方向鉄筋が，前面側と背面側で同径，同ピッチかをチェックす

る。 

2) たて壁前面の軸方向鉄筋量が，たて壁背面の軸方向鉄筋量のｌ/２以上であるこ

とをチェックする。ただし，常時に側方移動を起こす恐れのある橋台及び地震

時に液状化が生じる地盤上の橋台においては，たて壁前面の軸方向鉄筋量が，

たて壁背面の軸方向鉄筋量と同量であることをチェックする。 

3) 各橋台の支承条件，構造高さの違いによる水平力，曲げモーメントの大小関係を

横並びの比較によってオーダーチェックする。 

(3) 橋脚部材設計 

1) 各橋脚の支承条件，構造高さの違いによる水平力，曲げモーメントの大小関係を

横並びの比較によってオーダーチェックする。 

2) 各橋脚の支承条件，構造高さ，断面寸法，配筋状態等の違いによる耐力，許容塑

性率の大小関係を横並びの比較によってオーダーチェックする。 

3) 同一の設計振動単位においては，同一の等価水平震度を設計に用いる必要があ

ることから，当該橋脚の許容塑性率から算出される設計水平震度と，実際の設

計に用いた設計水平震度（同一の設計振動単位のなかでの最大値）を設計振動

単位毎にチェックする。 

4) 地震時保有水平耐力が地震時保有水平耐力法による設計慣性力を上回っている

ことをチェックする。 

5) 橋の重要度の区分がＢ種の橋の場合には，残留変位が許容値を満足しているこ

とをチェックする。 

6) フーチングの圧縮鉄筋量は，引張鉄筋量の１/３以上であることをチェックする。

また，各方向の鉄筋は直交する鉄筋量の１/３以上であることをチェックする。 

(4) 基礎工（直接基礎） 

1) 各下部構造の支承条件や下部工高さ等の違いによる水平力および曲げモーメン

トの大小関係を横並びの比較によってオーダーチェックする。 

2) 設計値が制限値あるいは上限値を満足していることをチェックする。なお，地盤

反力度および鉛直支持力に対する一般的なチェック項目は，支持地盤の種類に

より次のようになる。 

 支持地盤が岩盤以外の場合 ①常時および地震時の鉛直支持力 

    ②常時の最大地盤反力度 

 支持地盤が岩盤の場合 ①常時および地震時の最大地盤反力度 

3) 鉛直支持力の制限値の算定においては，前面地盤の傾斜や将来予想される状況

を考慮し，有効根入れ深さ等を定めているかチェックする。 

  

→Ⅳ下部構造 2.2.2

参照 

 

→Ⅳ下部構造 2.2.3

参照 

 

→Ⅵ耐震設計 6.4.3 

参照 

 

→Ⅳ下部構造 3.2.4 

参照 

 

→Ⅵ耐震設計 6.4.5 

参照 

 

→Ⅵ耐震設計 5.4 

参照 

 

→Ⅴ基礎構造 2.2.2

参照 

→Ⅴ基礎構造 2.3.3

参照 

 

→Ⅴ基礎構造 2.2.2

参照 

→Ⅴ基礎構造 2.3.3

参照 
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(5) 基礎工（杭基礎） 

1) 各下部構造の支承条件や下部工高さ等の違いによる水平力および曲げモーメン

トの大小関係を横並びの比較によってオーダーチェックする。 

2) 設計値が制限値を満足していることをチェックする。 

3) 平均せん断応力度がせん断応力度の制限値を満足していない場合には，使用帯

鉄筋量が必要帯鉄筋量を満足してしていることをチェックする。 

4) 液状化層あるいは土質定数を零とみなすごく軟弱な粘性土層あるいはシルト層

がある場合には，以下の耐震設計が行われていることをチェックする。 

①不安定となる地盤の影響がない場合 

②不安定となる地盤の影響がある場合 

また，液状化に伴い橋に影響を与える流動化が生じる可能性がある場合には，

以下の耐震設計が行われていることをチェックする。 

①不安定となる地盤の影響がない場合（液状化も流動化も生じないと考えた場合） 

②不安定となる地盤の影響がある場合（液状化だけが生じると考えた場合） 

③流動化が生じると考えた場合 

5) 応答塑性率による照査としている場合，その理由が橋脚躯体の設計結果と整合

しているかチェックする。 

6) 応答塑性率による照査としている場合，以下のいずれかに相当していることを

チェックする。 

①（khc＜khyF）基礎が降伏に達するときの水平震度 khyFが，地震時保有水平耐力法

に用いる設計水平震度 khc以上となる場合には，基礎は弾性範囲内であるので，

安全であると判断できる。 

②（khcF＜khyF＜khc）khyFが基礎の地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度 khcF

以上となる場合には，基礎に降伏が生じるが基礎本体あるいは基礎周辺地盤に

塑性化が生じることにより減衰の影響が大きくなるので，基礎の損傷はそれ以

上進展しないと判断され，安全であると考えてよい。 

③（khyF＜khcF）応答塑性率が，制限値以下であることを照査する。応答塑性率の

制限値以下であれば，杭体の一部が終局状態に達しても，直ちに杭基礎全体系

としての耐力低下にはつながらないため，安全であると判断出来る。 

 

7) 鋼管杭の場合には，せん断力の照査は行わなくてよい。  

 

→Ⅴ基礎構造 3.7.2

参照 

 

→Ⅵ耐震設計 7.2 

参照 

 

→Ⅵ耐震設計 6.4.6

参照 

→Ⅵ耐震設計 6.4.6

参照 

→「道路橋の耐震設

計に関する資料 平

成 9 年 3 月（社）日

本道路協会」p2-62

参照 

 

 

→「道示」Ⅴ 10.4

（p.239~242）参照 
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4.3 詳細設計照査様式 

以下に詳細設計の照査報告書様式を示す。 

・基本条件の照査 

・細部条件の照査 

・成果の照査 
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5. 特別調査 

 

 

5.1 特別調査の実施について 

本市の公共事業における建設資材等の価格は，「静岡市建設資材等価格決定要領」に基

づき定められている。 

その中で超大口数量や特殊工事で使用する建設資材等については適正な単価を設定す

るため，技術政策課に特別調査を依頼すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1-1 特別調査フロー 

5.2 特別調査品目 

(1) ゴム支承（鋼製部品付き）については特別調査を実施することを基本とする。 

(2) 特別調査対象品目は，概略調達価格（概略資材価格×予定使用数量）で 500 万

円以上の品目とする。 

 

 

5.3 特別調査に関する留意事項 

(1) 積算基準に関する特別調査は原則として対象としない。必要となる場合は本要

領所管課及び技術政策課と協議すること。 

(2) 特別調査については、「静岡市建設資材等価格決定要領」に基づき適切に実施す

ること。 

 

各整備課 特別調査を依頼 ・依頼表 

・橋梁一般図 

・構造図，詳細図等 

調査機関へ特別調査を依頼 技術政策課 

特別調査，調査結果の回答 調査機関 

調査結果の通知 技術政策課 

受理。積算に反映 各整備課 

約 40～60 日程度 
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6. 工事完了時作成書類 

 

 

6.1 作成手順と提出先 

工事が完了した橋梁については橋梁台帳、橋梁設計調書および電子成果を作成し，各課

担当に提出すること。（問い合わせ先：本要領所管課） 

対象橋梁は，建設局が管理する全ての橋梁（橋長 2m 以上の橋梁および内空幅 2m 以上

のボックスカルバート）とする。道路事業以外の事業で施行した橋梁も含む。 

 

6.2 橋梁台帳 

(1) 台帳番号 

台帳番号は本要領所管課が指定する番号を記入すること（市道橋については施設台

帳番号とする）。台帳番号は１橋につき１つとし，側道橋の新設についても同一番号

とする。 

 

(2) 提出物 

下記に示す書類を印刷１部および電子データで提出すること。 

 ①橋梁台帳・写真・橋梁一般図 

 ②橋梁設計調書 

 

(3) その他 

補修工事，橋梁点検を行った場合，新設時に作成した橋梁台帳に記入のうえ，各課

担当に提出すること。 

 

添付資料 

 ① 橋梁台帳 表 

 ② 橋梁台帳 裏 

 ③ 橋梁台帳 写真 

 ④ 橋梁台帳 橋梁一般図 
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① 橋梁台帳（表） 
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② 橋梁台帳（裏） 
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③ 橋梁台帳（写真） 
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④ 橋梁台帳（橋梁一般図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※設計時ではなく、工事施工時の最終図面を添付すること 

 

 

（
図
面
表
題
）

断
面
図

設
計
条
件
表

側
面
図

平
面
図

橋
梁
一
般
図

（
配
置
例
）
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6.3 橋梁設計調書の作成 

6.3.1 橋梁調書 

橋梁設計調書は，本編 5.3.3 に示す様式を必要に応じて使用することを基本とする。 

表 6.3-1 設計調書一覧 

全般  1 橋梁設計調書 
 

  

上部工 10 設計調書（トラス） 

11 設計調書（鋼箱桁） 

12 設計調書（PC ホロースラブ） 

15 設計調書（ポステン T 桁） 

16 設計調書（プレートガーダ－） 

17 設計調書（プレビーム合成桁） 

18 設計調書（エクストラドーズド） 

19 設計調書（PCπ ラーメン橋） 

20 設計調書（合成床版） 

21 設計調書（上部工その他） 
 

  

下部工 30 設計調書（直接基礎） 

31 設計調書（杭基礎） 

32 設計調書（ケーソン基礎） 

33 設計調書（深礎杭基礎） 

34 設計調書（鋼管矢板井筒基礎） 

 

6.3.2 作成上の注意点 

橋梁設計調書の各項目の注意点について下記に示す。 

(1) 橋梁設計調書には縮小した橋梁一般図を必ず添付すること。 

(2) 上覧の    内は，課名を記入すること。 

(3) 路線名は，一般国道○○号，（主）○○線，（一）○○線，（市）○○線と記入す

ること。 

(4) 位置は原則として町名（字）まで記入すること。 

(5) 幅員は地覆内間の距離とする。歩道等のある場合は（ ）で歩道等の幅員を表

すこと。 例 幅員 9.75m = （2.50m） + 7.25m 
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(6) 橋面積は 幅員×橋長とする。 

(7) 設計荷重の項は，Ｂ活荷重，Ａ活荷重を記入し，その他特別な荷重を考慮の場

合は，その荷重を記入する。 

(8) 示方書，要領については主なものでよい。 

(9) コンクリートの種別は，配合がわかるように，記号または 28 日強度（σck）を

記入すること。 

(10) R，H は，支承の設計条件を記入する。R は全反力，H は橋軸方向地震時水平

力を示す。 

(11) 伸縮継手の環境条件は，該当するものを○でかこむこと。また，伸縮装置の型

式を記入すること。 

(12) （ ）は t 当たり現場塗装面積を表し，計算に用いる鋼重は付属品を含まない

ものとする。 

(13) 材料集計表でコンクリート量は m3 で表し，m3/m2 は橋面積当たりのコンクリ

ート量を記入する。その他はコンクリート m3 当たりの値を記入する。 

(14) 鋼重は材種毎に記入し，橋面積当たり鋼重は付属品を含まないものとする。 

(15) リベット，ボルトの使用種類を記入する。 

(16) 上部工の床版の欄は，鋼橋（RC 床版），PC 合成桁の場合のみ記入すること（地

覆含む）。 

(17) 下部工の高さの欄は，直接基礎と杭基礎の場合は，フーチング下面から橋脚天

端またはパラペット天端までの高さとし，ケーソン等の場合はケーソン天端か

らの高さとする。 

(18) Ｆは固定橋脚（橋台），Ｍは可動橋脚（橋台），Ｅは分散橋脚（橋台），Ｆ・Ｍ

は固定可動橋脚（橋台）を表す。 

(19) 下部工の数量はフーチングを含むものとし，工費については掘削，締切りを含

む。 

(20) 基礎工の材料で既製杭については径，長さ，本数を記入し，場所打ち杭および

深礎杭については径，長さ，本数，コンクリート量，鉄筋量，型枠面積を記入す

ること。また，ケーソンについては，断面，高さ，コンクリート量，鋼材量（刃

口，鋼材*），鉄筋量を記入すること。ケーソンの工費は築島工を含む。 

（＊：鋼製ケーソンの時） 

(21) 工費は原則として精算時のものとするが，当初よりの変更額が僅少と認められ

るときは，発注時のものとしてよい。また工費は全て諸経費を含む*ものとする。 

（＊：工費=直接工事費×本工事費合計／直接工事費計） 

(22) m2 当り工費は，橋面積当りの工費をいう。（橋梁費のみを対象とし，取付道路

は含まない） 
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6.3.3 設計調書様式 
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6.4 電子成果 

電子成果は「静岡市電子納品要領・基準（静岡市建設局土木部）」に基づき作成をおこ

なうこと。 
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7. 歩道橋への適用 

 

 

7.1 設計の基本 

歩道橋の設計は，「立体横断施設技術基準・同解説 昭和 54 年 1 月 日本道路協会」を

基本とするが，昭和 54 年以降改訂されていないため，本要領や関連する最新の基準・指

針などを参考に本要領所管課と協議して設計方針を決定する必要がある。 

以下に，歩道橋設計で参考となる基準・指針類を示す。 

・道路橋示方書・同解説Ⅰ～Ⅴ（平成 29 年 11 月）（社）日本道路協会 

・道路構造令の解説と運用（平成 27 年 6 月）（社）日本道路協会 

・増補 改訂版道路の移動等円滑化整備ガイドライン（平成 23 年 8 月） 

（財）国土技術研究センター 

・立体横断施設技術基準・同解説（昭和 54 年 1 月）（社）日本道路協会 

・土木構造物標準設計第 5 巻 立体横断施設（昭和 60 年 2 月） 

（社）全日本建設技術協会 

・防護柵の設置基準・同解説（平成 28 年 12 月）（社）日本道路協会 

・コンクリート道路橋設計便覧（令和 2 年 10 月）（社）日本道路協会 

・鋼道路橋設計便覧（令和 2 年 11 月）（社）日本道路協会 

 

7.2 耐震設計の考え方 

耐震設計に関しては「平成 9 年 11 月 21 日事務連絡」（次ページ参照）により，当面は

「道示Ⅴ 耐震設計編」に準拠して耐震設計を実施することとする。 

ただし，過去に類似構造でレベル１地震動に対する設計で十分な安全性が確認されてい

る場合などは，本要領所管課と協議した上でレベル 2 地震動の照査を省略する事が出来

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

→「立体横断施設

技術基準」では 

レベル１設計時に

100kg/m2 の活荷

重を考慮する。 

地盤種別は 1～4

種と道示と異なる 

→幅員，勾配等につ

いては「道路の移動

等円滑化整備ガイ

ドライン」を満足す

る必要がある 
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8. 設計委託成果品 

 

 

8.1 一般 

成果品の作成は，「静岡市土木業務委託共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）及

び当該業務の「特記仕様書」による。共通仕様書に記載されていない細目については以下

を基本とするが，成果品をまとめる際に発注者と協議を行い確認すること。 

 

8.2 報告書の作成 

(1) 報告書の標準的な内容 

 

表 8.2-1 報告書の標準的な内容 

設計

内容 
報告書名 備  考 

橋
梁
予
備
設
計 

 （概要版） 設計概要書が厚くなる場合に作成 

 設計概要書 

計画の概略説明，位置図，設計業務の条件，コントロール

ポイント，特に考慮した事項，検討内容，施工性・美観・環

境等の要件，詳細申送り事項，根拠，出典，協議記録簿 

 概略設計計算書  

 概算工事費計算書 一般図書に基づいて概略数量を算出する 

 その他 参考資料，検討書，協議資料 等 

橋
梁
詳
細
設
計 

 （概要版） 設計概要書が厚くなる場合に作成 

 設計概要書 

（予備設計がない場合，計画の概略説明），位置図，設計

業務の条件，コントロールポイント，特に考慮した事項，

検討内容，施工性・美観・環境等の要件，工事申送り事項，

根拠，出典，設計照査，協議記録簿 

 線形計算書  

 設計計算書  

 数量計算書 工種別，区間別に取りまとめる。 

 その他 参考資料，検討書，協議資料 等 
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(2) 報告書の体裁 

報告書仕様は，A4 判とし，報告書が分冊となる場合は，分冊番号を明記すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 報告書目録 

各分冊の裏表紙には報告書目録を添付し，業務名，委託箇所，委託期間，管理技術

者，照査技術者，各分冊の報告書内容等がわかるようにすること。 

 

報告書目録の例 

業務名 平成○○年度 国道○○号線 ××詳細設計業務委託 

委託箇所 静岡市○○区○○町地内 

委託期間 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 

受注者 ○○コンサルタント（株） 

管理技術者  照査技術者  

担当者  

 

報告書目録 

報告書（１／２） 概要版 

報告書（１／２） 設計概要書 

報告書（１／２） 線形計算書 

報告書（１／２） 協議記録簿 

報告書（２／２） 上部工設計計算書 

報告書（２／２） 下部工設計計算書 

報告書（２／２） 上部工数量計算書 

報告書（２／２） 下部工数量計算書 

別    冊 設計図面 

 

平成○○年度

一般国道○○号

××詳細設計業務委託
（契約名称とする）

報　告　書
（１／２）

平成○年○月

静岡市建設局道路部
○○コンサルタント㈱

（背）  字の大きさ        （表） 

 

      （小）→ 

 

     ←（小） 

 

      （大）→ 

 

 

      （中）→ 

　
平
成
○
○
年
度

　
一
般
国
道
○
○
号

×
×
詳
細
設
計
業
務
委
託
報
告
書

平
成
○
年
○
月

静
岡
市
建
設
局
道
路
部

○
○
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
㈱
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8.3 設計図面 

① 図面の大きさは，A1 判を原則とする。 

② 図面表題の位置は図面右下を基本とする。 

③ 図面表題の工事名，工事箇所については，発注者の指示により記入する。 

④ 図面製本仕様は，縮小版（A3 判）ともに観音開き製本を標準とする。 

⑤ 図面枚数が多い場合や工種毎（上部工，下部工等）に分けたほうがよい場合には 

分冊とする。 

⑥ 各図面製本の１頁目には，目次を記載すること。 

 

8.4 橋梁一般図 

1） 作成の基本事項 

・橋梁一般図は，側面図，縦距表，平面図，上・下部工の断面図，設計条件，交差物件横

断図表等より構成する。 

・図面名（○○橋 橋梁一般図）は，中央上部に記し，その横に縮尺を記す。 

2） 橋梁一般図には，表 8.4-1に示す一般図記載事項及び表 8.4-2に示す設計条件表を記 

入すること。 
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表 8.4-1 一般図記載事項 

 

 

 

区
分

細分 記載事項

上部工 橋長、桁長、支間長、遊間、桁端距離、桁高（道路中心線上）

下部工番号（A1,A2,P1等）、支承条件（F,M,E等）

下部工位置の測点番号及び計画高（道路中心線上）

橋台躯体全高・幅、フーチング厚・幅、パラペット厚・高さ、ウイング形状・寸法

踏掛版形状・寸法

橋脚躯体工全高、フーチング厚・幅、柱高・幅・張出部厚・幅

基礎工（名称、形状、寸法、数量）

縦断線形、計画高、地盤高、追加距離、単距離、測点番号、平面線形、横断線形

道路の方面（至○○市）

計画河川断面（HWL、計画河床高、護岸形状、法勾配）

ボーリングデータ（調査位置に地点番号、基面高、柱状図を表示）

現況地盤線

その他
道路事業にあっては、左側を路線の起点として図面を作成。（平面図も同様）
（道路事業以外については、担当機関・部署に確認の上図面を作成すること。）

上部工 橋長、桁長、支間長、遊間、桁端距離（道路中心線上）

橋台躯体工（フーチング長さ・幅、竪壁幅、パラペット厚）

ウイング形状・寸法、踏掛版形状・寸法

橋脚躯体工（フーチング長さ・幅、柱長さ・幅、張出部長さ・幅）

基礎工（形状、寸法、間隔、フーチング縁端距離）

取付道路、交差道路、河川管理道路、条件護岸等

道路中心線、測点番号、河川との交角

道路の方面（至○○市）

ボーリングデータ（調査位置、地点番号）

河川流下方向

全幅員、有効幅員、幅員構成、地覆、施設帯形状、寸法

床版厚、舗装構成（車道、歩道）、横断勾配（車道、歩道）

桁高、桁配置

防護柵、高欄の規格・寸法

添架物の種類、形状、寸法、重量、添架位置

橋台躯体工全高、フーチング厚、竪壁高、パラペット高、フーチング床付高、横断方向寸法

橋脚躯体工全高、フーチング厚、柱高、フーチング床付高、HWL、計画河床高、張出部寸法、
横断方向寸法

基礎工（名称、形状、寸法、間隔、フーチング縁端距離）

その他 ウイングは、別途下部工一般図等に表示。

HWL、計画河床高、余裕高

河川幅、水面幅、堤防幅

護岸勾配

河床勾配、計画流量

　※上記は、標準的な記載事項を取りまとめたものであり、必要に応じて、追加・除外するものとする。

地形

上部工

下部工
正面図

計画
河川

断面図

側
面
図

平
面
図

横
断
図
面

河
川
計
画

下部工

道路

地形

下部工

道路
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3） 設計条件表 

橋梁一般図には設計条件表を添付すること。 

表 8.4-2 設計条件表 

路線名

道路規格

設計速度

計画交通量

大型車計画交通量

交通量区分

幅員構成

有効幅員

平面線形

縦断線形

横断線形

設計活荷重

橋の重要度

地域別補正係数

地震時に不安定となる地盤

交差物件

添架物件

橋梁形式

橋長

桁長

支間長

桁高

斜角

主要材料

コンクリート 鋼材

σck=○○N/mm2 ○○○

σck=24N/mm2 SD345

架設工法

支承形式

地盤種別

レベル2(タイプⅠ)レベル2(タイプⅡ)

橋軸方向 ○○○ ○○○

直角方向 ○○○ ○○○

土に起因 ○○○ ○○○

上部工反力

橋台裏込土

構造

延長

構造種別

橋台

橋脚

コンクリート 鉄筋・鋼材

σck=24N/mm2 SD345

σck=24N/mm2 SD345

σck=24N/mm2 SD345

- SKK○○○

支持地盤

道
路
条
件

橋
梁
条
件

上
部
工
条
件

下
部
工
条
件

使用材料

形式

レベル1

○○○

○○○

○○○

橋台(○○杭)

橋脚(○○杭)

躯体

基礎

橋台

橋脚

○○○m

○○○m

○○○m+○○○m

耐震性能

使用材料

設計水平震度

落橋防止システム
不要

部材区分

○○床版

地覆・壁高欄

○○○架設工法

タイプB支承　全支点弾性支持 (免震支承：○○○)

桁かかり長

落橋防止構造

横変位制限構造

○活荷重

○種の橋

液状化する(A1及びP1)、軟弱地盤(A2)

○級河川○○川、市道○○線

○○ (Φ○○×○条、○○N/m)

鋼○径間連続○合成○桁橋(耐候性鋼材)

レベル2

耐震性能2

○層、○岩層(岩級区分：D級)

部材区分

躯体形式 基礎形式

不要

○○杭φ○○○(○○○工法)

○○杭φ○○○(○○○工法)

RC○○式橋台

RC○○式橋脚

○種地盤

Rd=○○○kN、Rl=○○kN

γ=○○kN/ｍ3、φ=○○°

段差防止構造

レベル1

耐震性能1

SE=○○m(A1)、SE=○○m(A2)、SEθ・SEφの算出不

○○○橋橋　梁　名

舗　　装

アスファルト舗装 t=○○mm

○○○
橋台背面アプローチ部

○○m

一般国道○○○号 (○○工区)

第○種第○級

○○km/h

○○台/日 (H○○センサスベース)

○○台/日/方向 (H○○センサスベース)

N5 (従来区分B交通)

○○=○○+○○+○○ (○○拡幅有り、路肩縮小有り)

○○m (○○m)

R=○○○～A=○○○

i=○○％ (VCL=○○○m)

i=○○％ (片勾配)

○○○m

A1側右○○°、A2側右○○°、交差物件中心線右○○°

SMA○○○W、SMA○○○W、S10TW

A1地域

PCケーブル

塗　　装

塗装系（適用規格類） ○○系

舗　　装

アスファルト舗装 t=○○mm

表層　○○○(○)○○○○型-○ t=○○mm

基層　○○○(○)○○○○型-○ t=○○mm(平均厚)

下塗

中塗

上塗

塗　　装

塗装系（適用規格類） ○○系

外面塗装面積 ○○○㎡

○○○○（色番号：○○、塗装色：○○色）

○○○○

○○○○

維持管理条件

梯子，橋梁点検車，リフト車，進入ルート等

塗装材質

想定点検方法（近接）

検査路

適用基準
静岡市道路橋計画・設計要領(H26.8)

その他適用図書
中部地方整備局道路設計要領(H26.3)

維持管理条件

梯子，橋梁点検車，リフト車，進入ルート等

上部工検査路　有、下部工検査路　有

・想定している主たる塑性部，被害予想箇所

・舗装，床版部分補修時の交通規制等

・その他

補修時特記事項

道路橋示方書・同解説Ⅰ～Ⅴ(H24.3)

NEXCO 設計要領第二集(H○○.○)NEXCO 設計要領第二集（H25.7）  
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9. 新技術・新工法に関する参考資料 

 

 

9.1 NETIS 新技術情報提供システム 

新技術情報提供システム（NETIS）とは，「公共事業等における技術活用システム」によ

って蓄積された技術情報のデータベースで，直轄事業及び補助事業に係わらず公共工事に

活用できる技術を可能な限り網羅している。 

橋梁設計を行う上で有用と考えられる新技術について，「NETIS」ホームページより確

認すること。 

 

（URL ： http://www.netis.mlit.go.jp/NetisRev/NewIndex.asp ） 
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10. 維持管理 

 

 

本編では，各編で記載された維持管理に関する配慮事項を一覧表で整理した。橋梁計画

時の設計漏れの回避や付加的要素として考慮する場合に参考にするとよい。 

なお，各要素技術の目的とする効果を以下に示す。 

 

・部材の長寿命化 ：維持管理の頻度を軽減する 

・容易な維持管理 ：維持管理行為が容易に行えるようにする 

・確実な維持管理 ：維持管理が困難な箇所をできるだけ少なくする 

・第 3 者被害の防止 ：部材の損傷に伴う被害拡大の防止する 
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表 10-1 維持管理に関する配慮事項一覧表 

 

 

対象構造 項目・部位 内容 効果 要領での記載箇所

疲労耐久性 疲労設計 部材の長寿命化 Ⅱ編 1.6

防錆 防錆上の留意点 部材の長寿命化 Ⅱ編 1.7

耐候性鋼材
耐候性鋼材の適用条件
構造細目

部材の長寿命化 Ⅱ編 1.7.3

桁端部,遊間部 点検通路の確保 容易な維持管理 Ⅱ編 1.8

支承部桁下空間 維持管理スペースの確保 容易な維持管理 Ⅱ編 1.8

支承交換への配慮 ジャッキアップ補強 容易な維持管理 Ⅱ編 1.8

吊金具の設置方法 維持管理足場設置用の部材計画 確実な維持管理 Ⅱ編 3.6.1,4.7

フィラープレートの配置位置 箱桁：箱桁内への配置 部材の長寿命化 Ⅱ編 4.3

箱桁の水抜き 箱桁内の水抜き構造 部材の長寿命化 Ⅱ編 4.7

耐久性向上 鉄筋かぶり,塗装鉄筋の適用 部材の長寿命化 Ⅲ編 1.3

耐久性向上 高強度化、非鉄シースの採用など 部材の長寿命化 Ⅲ編 1.3

耐久性向上 PC定着部、グラウトホースのあと埋め処理など 部材の長寿命化 Ⅲ編 1.3

耐久性向上 箱桁内部の排水管設置、地覆の水切り 部材の長寿命化 Ⅲ編 1.3

桁端部,遊間部 点検通路の確保 容易な維持管理 Ⅲ編 1.5

支承部桁下空間 維持管理スペースの確保 容易な維持管理 Ⅲ編 1.5

コンクリート主桁,壁高欄など コンクリート片剥落防止 第３者被害の防止 Ⅲ編 1.5

点検性の向上 吊足場用金具の設置、箱桁内部の足場設置 容易な維持管理 Ⅲ編 1.5

マンホール等の設置 補修・補強時の資材搬入路の確保 容易な維持管理 Ⅲ編 1.5

塩害対策 鉄筋かぶり,塗装鉄筋の適用 部材の長寿命化 Ⅳ編 1.6.1

橋座面 巻き込み部土工との高低差の確保 部材の長寿命化 Ⅳ編 1.6.2

橋脚張出梁 水切り溝の配置 部材の長寿命化 Ⅳ編 1.6.2

橋座面 排水勾配の配置 部材の長寿命化 Ⅳ編 1.6.2

橋座面 コンクリート塗装による被覆 部材の長寿命化 Ⅳ編 1.6.3

橋脚張出梁等 コンクリート片剥落防止 第３者被害の防止 Ⅳ編 1.6.4

橋台背面アプローチ部 橋台背面アプローチ部の排水計画 部材の長寿命化 Ⅳ編 2.3

鋼製橋脚 隅角部の疲労耐久性 部材の長寿命化 Ⅳ編 3.1.6

支承 作業空間の確保 確実な維持管理 Ⅶ編 1.7

支承 ジャッキアップ補強 容易な維持管理 Ⅶ編 1.7

伸縮装置 非排水構造 部材の長寿命化 Ⅶ編 2.1

伸縮装置 剛性防護柵の隙間処理 第３者被害の防止 Ⅶ編 2.1

橋梁防護柵 材質と防錆 部材の長寿命化 Ⅶ編 3.1

排水桝 材質と防錆 部材の長寿命化 Ⅶ編 4.2

検査路 配置 容易な維持管理 Ⅶ編 5.11

橋歴板 記載事項 容易な維持管理 Ⅶ編 5.14

鋼橋

コンクリート橋

下部構造

付属物


